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 次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号。以下「次世代法」という。）第 19条第５項及び

女性の職業生活における活躍推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍法」という。）

第 19条第６項に基づき、特定事業主行動計画による取組について、令和５年度の実施状況を公表します。 

 

１ 仕事と子育ての両立支援（次世代法及び女性活躍法関連） 

≪目標≫ 

・男性の育児休業取得者数を毎年度１名以上とする。 

・男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得率を毎年度 80％以上とする。 

・男性職員一人あたり配偶者出産休暇及び育児参加休暇の合計取得日数を５日以上とする。 

・職員の年次有給休暇取得日数を毎年度 10日以上とする。 

 

≪状況≫ 

男性の育児休業取得者数 

 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

取得者数/対象者数 １人／３人 １人／７人 ２人／５人 ４人／９人 １人／２人 

取得率 ３３.３％ １４.３％ ４０.０％ ４４.４％ ５０.０％ 

平均取得日数 １９日 ３１日 ３７日 ２１日 １４０日 

 

配偶者出産休暇の取得率 

 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

取得者数/対象者数 ２人／３人 ６人／７人 ４人／５人 ２人／９人 １人／２人 

取得率 ６６.７％ ８５.７％ ８０.０％ ２２.２％ ５０.０％ 

平均取得日数 ２.０日 １.２日 １.７日 １.８日 ２.０日 

 

男性の育児参加休暇の取得率 

 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

取得者数/対象者数 ２人／３人 ３人／７人 ３人／５人 ６人／９人 ２人／２人 

取得率 ６６.７％ ４２.９％ ６０.０％ ６６.７％ １００.０％ 

平均取得日数 ３.６日 ３.９日 ２.５日 ２.７日 ３.１日 

 

 



 

配偶者出産休暇及び育児参加休暇の合計取得率並びに合計取得日数の平均日数 

取得者数／対象者数 取得率 平均取得日数 

２人／２人 １００.０％ ３.１日 

 

職員の年次有給休暇取得日数（各年１月１日～12月 31日までの期間） 

 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

平均取得日数 ９.０日 ９.０日 ９.７日 ９.２日 日 

 

 

２ 女性の活躍支援（女性活躍法関連） 

≪目標≫ 

・令和７年度までに課長級職の女性割合を 10％以上とする。 

・令和７年度までに係長級職の女性割合を 30％以上とする。 

・令和７年度までに「昇任を望む」女性職員の割合を女性全体の 40％とする。 

 

≪状況≫ 

課長級 

 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

合計 １８人 １８人 １８人 １８人 １８人 

うち女性  １人  １人  １人  １人  １人 

女性割合 ５.６％ ５.６％ ５.６％ ５.６％ ５.６％ 

伸び率（※） +５.６ ﾎﾟｲﾝﾄ +５.６ ﾎﾟｲﾝﾄ +５.６ ﾎﾟｲﾝﾄ +５.６ ﾎﾟｲﾝﾄ +５.６ﾎﾟｲﾝﾄ 

※伸び率・・・対 平成 28年度（０.０％） 

 

係長級 

 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

合計 ５８人 ５６人 ５４人 ５３人 ５２人 

うち女性 １５人 １４人 １２人 １２人 １３人 

女性割合 ２５.９％ ２５.０％ ２２.２％ ２２.６％ ２５.０％ 

伸び率（※） +０.９ ﾎﾟｲﾝﾄ ０ ﾎﾟｲﾝﾄ -２.８ ﾎﾟｲﾝﾄ -２.４ ﾎﾟｲﾝﾄ ０ﾎﾟｲﾝﾄ 

※伸び率・・・対 平成 28年度（２５.０％） 

 

「係長以上への昇任を望む」女性割合 

令和５年度 12月末時点 
女性全体に占める割合 

７.０％ 

 

 

公表日：令和６年７月 23日 


